橿原市立図書館運営委員会委員の公募について
橿原市立図書館の運営について、市民の皆さんの意見を反映させるため、橿原市立図書館運営委員会の公募委員を募集します。

１．公募する委員の概要
　　（１）名称
橿原市立図書館運営委員会委員

（２）職務事項

　　　　　橿原市立図書館運営委員会（平日開催）に出席して審議に参加し、意見を述べてください。

（３）任期

委嘱のあった日から平成２４年６月３０日まで。

（４）報酬　　
運営委員会に出席した場合は、橿原市が定める報酬額（１０，０００円）が支給されます。

２．公募人数　　
１名
３．応募資格

応募することができる者は、次に揚げる要件を満たすものとします。

（1） 本市に引き続き1年以上居住している者で、応募時の年齢が満20歳以上の者
（2） 公募委員に選任される日において、本市の他の審議会等の委員に選任されていない者。
（３） 行政機関（本市を含む。）の職員（特別職を含む。）でない者
4．応募方法
　　小論文（標題）「生涯学習における図書館の役割」（８００字程度、様式任意）・図書館か図書館ホームページにある応募書に必要事項を記入して応募してください。
５．募集する期間

平成２２年5月８日(土)までとします。

６．提出方法

　　図書館までご持参ください。

７．選考　
　選考委員会を設置し、「小論文」により審査し、図書館運営委員に委嘱することが適当であると認められる方の中から選出します。

８．選考結果の通知

応募者全員に文書で通知します。
９．提出、問い合わせ先

橿原市立図書館

　　担当　　吉谷、中谷
図書館運営委員応募書

	フリガナ
	

	氏　名
	

	生年月日
	昭和・平成　　　　　年　　　　月　　　　日

	現在の職業と主な職歴
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	住所
	（〒６３４－　　　　）

	電話番号
	

	応募の動機、自己ＰＲなど
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


受付日　　平成　　　年　　　月　　　日（　　　　　）
　

※ご記入いただいた個人情報は図書館運営委員の選定目的にのみ使用させていただきます。

